
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
二
年
十
月
十
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

号

防
衛
庁
の
秘
密
保
全
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

10



防
衛
庁
の
秘
密
保
全
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

防
衛
庁
の
秘
密
保
全
体
制
に
つ
き
以
下
質
問
す
る
。

一

秘
密
保
全
の
た
め
の
規
則
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

該
当
す
る
全
て
の
規
則
の
タ
イ
ト
ル
、
発
簡
番
号
、
制
定
年
月
日
。

�

右
の
中
で
法
令
に
基
づ
き
そ
の
内
容
を
公
表
で
き
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
公
表
で
き
な
い
そ
の
根
拠

と
な
る
法
令
。

�

法
令
に
基
づ
き
タ
イ
ト
ル
、
発
簡
番
号
、
制
定
年
月
日
す
ら
公
表
で
き
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
そ
の
件
数
と
公
表
で
き
な

い
そ
の
根
拠
と
な
る
法
令
。

二

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
、
以
下
「
訓
令
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
以
下

の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

第
六
条
の
「
関
係
職
員
以
外
の
者
」
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
防
衛
庁
長
官
及
び
政
務
次
官
、
そ
の
他
防
衛
庁
職
員
が

含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
の
か
。

�

第
十
条
は
「
防
衛
庁
の
所
掌
す
る
事
務
に
関
す
る
知
識
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
で
、
そ
の
内
容
が
第
五
条
各

一



号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
、
当
該
各
号
の
秘
密
区
分
に
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

そ
こ
で
第
五
条
各
号
の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
、
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
定
め
る
秘
密
の
指
定
を
つ
か
さ

ど
る
職
員
が
、
第
五
条
各
号
の
秘
密
区
分
に
指
定
し
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
職
員
は
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
の
か
。

�

第
十
九
条
は
「
管
理
者
又
は
そ
の
職
務
上
の
上
級
者
は
、
秘
密
に
つ
い
て
、
秘
密
区
分
が
変
更
さ
れ
、
若
し
く
は
解
除

さ
れ
、
又
は
条
件
が
新
た
に
付
け
ら
れ
、
変
更
さ
れ
、
若
し
く
は
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
付
け
ら
れ
た
条
件
の
成
就
に
係

る
場
合
を
除
き
、
そ
の
旨
を
関
係
者
に
対
し
、
文
書
に
よ
り
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
関
係
者
」
に
は
、
当
時
そ
の
秘
密
に
関
わ
り
そ
の
後
退
職
し
た
者
は
含
ま
れ
る
か
。

�

第
二
十
条
に
基
づ
い
て
立
入
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
以
外
で
も
「
秘
密
の
知
識
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
」
が
取

り
扱
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
か
。

�

第
二
十
九
条
第
二
項
は
「
事
務
次
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
、
ま
た
、
第
三
十
条
第
六
項
は
「
官
房
長
等
（
内

部
部
局
に
あ
つ
て
は
、
官
房
長
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

二



三

外
部
へ
の
秘
密
の
委
託
に
つ
い
て

�

防
衛
庁
よ
り
他
の
政
府
機
関
へ
秘
密
を
委
託
す
る
場
合
の
保
全
規
則
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

訓
令
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
そ
の
受
託
者
に
つ
い
て
厳
密
な
調
査
」
を
行
う
部
署
は
ど
こ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
庁
長
官
の
私
的
懇
談
会
で
あ
る
「
生
物
兵
器
へ
の
対
処
に
関
す
る
懇
談
会
」
は
、
議
事
運
営
の
た
め
に
「
生
物
兵

器
へ
の
対
処
に
関
す
る
懇
談
会
開
催
運
営
要
綱
」
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
運
営
要
綱
第
七
で
は
、
「
委
員
は
、
第
二
及
び

第
三
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
討
議
を
行
う
上
で
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
務
を
退
い
た

後
も
、
同
様
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
こ
で
い
う
「
秘
密
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
該
当
す
る
法
令
の
条
項
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

仮
に
委
員
が
「
秘
密
」
を
他
に
漏
ら
し
た
場
合
の
制
裁
に
つ
い
て
何
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て

三



「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
昭
和
五
十
六
年
防
防
調
一
第
九
百
四
十
八

号
）
で
定
め
る
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
と
当
然
の
法
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平

成
十
二
年
九
月
十
二
日
答
弁
）
に
よ
る
と
、
防
衛
庁
は
受
け
入
れ
た
同
研
修
員
に
対
し
て
同
通
達
に
定
め
る
「
取
扱
い
上

の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
う
ち
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
し
な
い
も
の
の
一
部
に
つ
い

て
、
そ
の
内
容
を
知
ら
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ま
で
に
同
研
修
員
に
対
し
て
そ
の
内
容
を
知
ら
せ
た
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
全
て
の

タ
イ
ト
ル
、
発
簡
番
号
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
答
弁
書
に
よ
る
と
、
同
研
修
員
は
「
補
佐
的
、
補
助
的
に
事
務
に
か
か
わ
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
補
佐
的
、
補
助
的
に
事
務
に
か
か
わ
る
」
者
が
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
内
容
を
知
る

必
要
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
庁
に
お
い
て
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
と
同
様
に
「
補
佐
的
、
補
助
的
に
事
務
に
か
か
わ
る
」
だ
け
の
者
が

存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四



�

ど
の
よ
う
な
者
が
該
当
す
る
の
か
。

�

そ
う
し
た
者
が
職
務
上
の
必
要
か
ら
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
あ
る
か
。

五

自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
（
守
秘
義
務
）
に
つ
い
て

�

現
在
、
非
常
勤
職
員
を
含
む
防
衛
庁
職
員
の
中
で
同
条
に
定
め
る
守
秘
義
務
を
負
わ
な
い
職
員
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の

全
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
の
解
釈
に
よ
れ
ば
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
は
「
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備

し
て
い
る
事
実
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
い
ず
れ
か
が
失
わ
れ
れ
ば
「
秘
密
」
に
該
当
し
な

く
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
秘
密
漏
え
い
事
案
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
九
月
十
三
日

防
衛
庁
）
に
よ
る
と
、
同
事
案
に
関
し
て
「
捜
査
当

局
に
全
面
的
に
協
力
す
る
」
と
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
事
案
に
関
す
る
捜
査
当
局
の
事
情
聴
取
等
に
お
い
て
、
自
衛
隊
員
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
自
衛
隊
法
」
第
五
十
九
条
に
定
め
る
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
。

五



�

「
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
」
第
一
条
第
三
項
に
定
め
る
「
防
衛
秘
密
」
。

�

「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に

日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
」
第
六
条
に
定
め
る
「
合
衆
国
軍

隊
の
機
密
」
。

�

今
回
の
事
案
で
漏
え
い
さ
れ
た
秘
密
に
つ
い
て
は
、
非
公
知
性
が
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
政
府
の
見
解
は
ど
う

か
。

六

日
本
電
気
株
式
会
社
に
お
い
て
平
成
二
年
に
発
覚
し
た
秘
密
漏
え
い
事
案
に
つ
い
て

同
秘
密
漏
え
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
「
契
約
企
業
に
お
け
る
秘
密
保
全
の
更
な
る
徹
底
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十

年
防
防
調
第
五
千
二
百
九
十
九
号
）
で
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

漏
え
い
し
た
秘
密
が
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
第
二
条
に
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
関

係
職
員
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
第
二
条
第
三
項
（
�
）
に
定
め
る
「
管
理
者
」
の
官
職
と
氏
名
。

�

同
訓
令
第
二
条
第
三
項
（
�
）
に
定
め
る
「
取
扱
者
」
の
官
職
と
氏
名
。

六



�

同
訓
令
第
二
条
第
三
項
（
�
）
に
定
め
る
「
管
理
者
又
は
そ
の
職
務
上
の
上
級
者
か
ら
特
に
こ
れ
ら
の
保
管
を
命
ぜ

ら
れ
た
者
」
の
官
職
と
氏
名
。

�

同
訓
令
第
四
条
に
定
め
る
「
保
全
責
任
者
」
、
「
保
全
責
任
者
の
補
助
者
」
及
び
「
臨
時
に
そ
の
職
務
を
代
行
す
る

職
員
」
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
と
氏
名
。

�

秘
密
の
漏
え
い
が
発
覚
し
た
後
の
防
衛
庁
の
対
応
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
第
九
条
第
一
項
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
適
切
に
取
ら
れ
た
か
否
か
。

�

同
訓
令
第
九
条
第
二
項
に
定
め
る
通
り
に
官
房
長
等
は
、
「
そ
の
事
実
の
調
査
を
行
な
い
」
、
「
防
護
上
必
要
な
措

置
を
講
じ
」
、
「
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
防
衛
庁
長
官
に
報
告
」
し
た
の
か
否
か
。

�

こ
の
秘
密
漏
え
い
に
関
し
、
防
衛
庁
が
日
本
電
気
株
式
会
社
に
対
し
て
行
っ
た
制
裁
措
置
が
あ
れ
ば
そ
の
全
て
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
漏
え
い
事
案
に
お
い
て
、
当
該
秘
密
の
非
公
知
性
は
失
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

右
通
達
に
お
い
て
「
契
約
企
業
に
お
け
る
秘
密
保
全
の
更
な
る
徹
底
を
図
」
る
た
め
に
具
体
的
に
取
ら
れ
た
措
置
の
全

て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七



七

現
在
防
衛
本
庁
に
お
い
て
、
部
外
者
の
立
ち
入
り
が
可
能
な
場
所
に
お
い
て
秘
密
の
知
識
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物

件
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

外
交
文
書
に
お
い
て
は
現
在
、
秘
密
指
定
が
解
除
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
順
次
公
開
さ
れ
て
い
る
。
防
衛
庁
・
自
衛
隊
も

こ
れ
を
見
習
っ
て
秘
密
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
文
書
、
図
画
等
に
関
し
て
公
開
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


